
県営住宅水道使用契約及び料金徴収等委託業務仕様書 

 

第１ 業務名称 

  県営住宅水道使用契約及び料金徴収等委託業務 

 

第２ 業務の期間 

  契約締結日から令和８年５月３１日まで ※令和５年１２月１１日契約期限 

 

第３ 業務対象団地等 

１ 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和３４年鳥取県条例第４９号）第１５条の

２第１項により規定する県営住宅（詳細は２及び別紙（対象団地一覧）を参照。以下「業務

対象団地」という。） 

２ 業務対象団地の戸数 

年 度 
東部地区 中部地区 西部地区 合   計 

団地数 戸 数 団地数 戸 数 団地数 戸 数 団地数 戸 数 

令和５年度 26 1,234 12 456 18 885 56 2,575 

令和６年度 26 1,234 12 456 18 885 56 2,575 

令和７年度 26 1,234 12 456 18 885 56 2,575 

（住戸数は見込であり、空家・改築・修繕等の状況によっては減ることがある。） 

 ３ 予定数量（検針・請求・徴収業務） 

年 度 東   部 中   部 西   部 合 計 

令和５年度 
1,234 件×1 回 

＝1,234 件 

 456 件×2 回 

＝912 件 

885 件×1 回 

＝885 件 
3,031 件 

令和６年度 
1,234 件×6 回 

＝7,404 件 

 456 件×12 回 

＝5,472 件 

885 件×6 回 

＝5,310 件 
18,186 件 

令和７年度 
1,234 件×6 回 

＝7,404 件 

 456 件×12 回 

＝5,472 件 

885 件×6 回 

＝5,310 件 
18,186 件 

合計 16,042 件 11,856 件 11,505 件 39,403 件 

   （予定数量は見込であり、空家・改築・修繕等の状況によっては減ることがある。） 

 

第４ 業務内容 

１ 検針・請求業務 

（１）上水道及び公共下水道を所管する水道局等との使用契約 

受注者は、業務対象団地を管轄する水道局等と当該県営住宅における上水道及び公共下

水道の使用契約を締結する。 

（２）水道メーター検針 

ア 水道局等が実施する受水槽に設置されたメーター（以下「親メーター」という。）の検

針日に準じて、業務対象団地の各住戸及び共同使用部分（以下「各住戸等」という。）の

使用水量を計測するために設置している水道メーター（以下「子メーター」という。）を

検針する。 

イ 業務対象団地内の検針が必要な子メーターについては、業務対象団地の水道管理人等

から引継を受けるものとする。 

ウ 検針業務は、令和６年２月１日から令和８年３月３１日まで実施する。 

（３）水道使用量の算定及び水道使用料金等の算出 

ア 各住戸等の水道使用量は、検針を行った子メーター数量から前回検針時の子メーター

数量を減じて得た数量とする。 



イ 発注者は、受注者の子メーター数量の調査、確認に当たり、受注者の求めがあった場

合は、管理人への協力依頼等を行う。 

ウ 各住戸等の上水道及び下水道使用料金（以下「水道使用料金等」という。）の算出方法

は、次のとおりとする。 

業務対象団地の親メーターごとの請求額について、各住戸の使用水量に応じた公平な

水道使用料金等の請求ができるよう、具体的な算出方法については落札決定後、契約締

結までに発注者との協議により決定する。 

エ 受注者は、毎月の水道使用量の算定結果及び水道使用料金等の算出結果を発注者に報

告する。 

オ 受注者は、業務対象団地の住宅管理人から求めがあった場合は、水道使用量の算定結

果及び水道使用料金等の算出結果を通知するものとする。 

（４）請求 

   受注者は、（２）及び（３）により算定等を行った水道使用量及び水道使用料金等を記

載した請求通知書を、各入居者に対して、原則として子メーター検針日より２週間以内に

通知する。 

（５）水道未使用者等の報告 

   受注者は、（２）により検針した水道使用量が１m3 未満の入居者及び次に掲げる入居状

況に異変が見られる入居者を発注者に報告すること。 

  ア 郵便受け、玄関ドアが郵便物等で溢れている者 

  イ 玄関周辺、ベランダに物品を堆積させている者 

２ 徴収業務 

（１）受注者は、各入居者から次の方法により水道使用料金等を徴収する。 

ア 原則として、山陰合同銀行、鳥取銀行、ゆうちょ銀行全てを含む金融機関からの口座

振替による徴収とし、受注者は、入居者に対して金融機関口座振替用紙を配布する。又、

入居者から提出を受けた用紙は金融機関で登録し、口座振替が可能な状態にする。 

イ 受注者は、各入居者の金融機関口座から受注者の指定する日に口座振替を行う。 

ウ 受注者の指定する口座振替日に入居者の責に帰すべき事情により口座振替ができなか

った場合（残高不足、口座解約等）は、受注者から該当入居者に対して個別に通知し、

翌月に再振替を行う。再振替に要する経費は入居者の負担とする。 

エ 受注者は、アに定める口座振替ができない入居者については、受注者の指定する金融

機関口座への振込により徴収する。振込に要する経費は入居者の負担とする。 

オ 受注者は、エの入居者に対して、振込先の金融機関口座が記載された振込通知を行う。 

カ 受注者は、エによる振込みがなかった入居者に対して、翌月に再度振込通知を行う。 

（２）（１）により徴収できなかった水道使用料金等について、次のとおり取扱う。 

ア 受注者は、（１）による徴収ができず、水道使用料金等の徴収が困難な入居者について、

必要に応じて発注者に報告を行う。 

イ 発注者は、アの報告を受けた場合は、受注者と連携して当該入居者に対して納付指導

を行う。 

（３）受注者は、（２）アの報告を行った後に入居者から受注者に当該債権に係る振込があった

ときは、速やかに発注者に報告する。 

３ 未収金対応業務 

（１）料金未納者に対し、裁判所による支払督促を行う。 

（２）（１）で取得した債務名義に基づき、料金未納者に対し、必要に応じて強制執行を行う。 

（３）未収金は受注者の入居者に対する債権であり、最終的な負担は受注者が負う。 

 （４）未収金を理由に給水停止等を行ってはならない。 

 （５）未収金対応業務の契約単価（消費税及び地方消費税を含まない。）は次のとおりとする。 

 



項  目 単      位 契約単価 

未収金対応 

(支払督促) 

料金未納者に対し、裁判所による支払督促を行ったものを１件

とする。 ５，０００円／件 

未収金対応 

(強制執行) 

料金未納者に対し、強制執行を行ったものを１件とする。 
８，０００円／件 

４ 各種連絡調整業務等 

（１）受注者は、委託業務内容に関する入居者との連絡調整を行う。また、円滑な業務実施に

必要と判断する場合、適宜入居者説明会等を開催すること。 

（２）発注者（発注者から業務管理団地の管理を受託した管理代行者を含む。）は、業務対象団

地に入居及び退去があった場合、速やかに受注者に通知する。 

５ 準備業務 

受注者が前回受注者（令和６年１月までの県営住宅水道使用契約及び料金徴収等委託業務を

受注した者をいう。）と異なる場合は、水道メーターの検針を開始するまでに次に掲げる業務を

行うこと。 

ア 受注者は、住民への周知、口座振替に係る事務手続き等、変更により必要となる各種の手

続きを行うこと。 

 イ 受注者は、前回受注者から発注者の立会のもと最終回の検針データの引き継ぎを受けるこ

と。 

 

第５ 委託料の支払 

（１）第４の１から４の各業務に係る受注者への委託料の支払いは、毎月、委託業務完了後、

翌月に受注者の請求を受けて支払う。 

（２）（１）の委託料の支払い額は、次の各区分に応じ算定した額の合計額に消費税及び地方消

費税相当額を加算した額とする。 

 ① 第４の１、２及び４の各業務に係る委託料 検針、請求及び徴収業務に係る各契約単

価にそれぞれの実績数量を乗じて得た額 

   ② 第４の３の業務に係る委託料 第４の３（５）の各契約単価にそれぞれの実績数量を

乗じて得た額 

（３）第４の５の業務に係る委託料は、契約締結時に定める金額を準備業務の完了後、受注者

の請求を受けて支払う。 

（４）（３）の委託料の額は、受注者決定後、予算の範囲内で見積を徴収して決定する。 

（５）契約に当たっては、第４の１から５の業務に係る委託料を契約金額とする。 

 

第６ 検査 

受注者は、発注者が指示したときは、水道使用量検針状況、入居者からの水道使用料金等の

徴収状況等の検査を受けるものとする。 

 

第７ 特許権の使用 

受注者は、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第

三者の権利の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を

負うこと。 



棟数 戸数

1 川下町 鳥取市相生町１丁目３１３ 中３ 1 9

2 相生町 鳥取市相生町２丁目４２６ 中３ 2 24

3 北園第一 鳥取市北園２丁目１４０－２ 中３ 8 96

4 材木町 鳥取市材木町３１１ 中５ 3 65

5 倉田 鳥取市数津２１－１ 中３ 1 12

6 立川町 鳥取市立川町２丁目４０２ 中５ 1 25

7 緑町第一 鳥取市立川町６丁目２１０ 中４ 3 72

8 緑町第二 鳥取市立川町６丁目１６９ 中４ 3 64

9 馬場町 鳥取市馬場町３８ 中３ 1 14

10 東浜 鳥取市浜坂４丁目９－１ほか 中４,中３ 7 110

11 浜坂第一 鳥取市浜坂３丁目１４－１５ほか 中４,中３ 6 72

12 浜坂第二 鳥取市浜坂５丁目９－１ほか 中３ 5 72

13 ひばりが丘 鳥取市浜坂６丁目１－２３ほか 中４ 7 132

14 東町 鳥取市東町３丁目２０４ 中３ 1 14

15 丸山町第一 鳥取市丸山町３９－５ 中４,中３ 2 36

16 丸山町第二 鳥取市丸山町３０９ 中４ 1 16

17 興南 鳥取市南吉方２丁目４０－２ 中５ 1 30

18 湯所町第一 鳥取市湯所町１丁目２０６ 中３ 2 21

19 湯所町第二 鳥取市湯所町１丁目５４３ 中３ 1 14

20 吉成東 鳥取市吉成４２－６８ほか 中４ 2 40

21 徳尾 鳥取市徳尾６８－１ 中４ 1 16 注）簡易耐火3棟12戸除く

22 高草 鳥取市古海６８１－１５ 中３ 5 87

23 西品治 鳥取市田島５６９－４ほか 中３ 3 54

24 白浜 鳥取市湖山町西３丁目１１３ 木２,木平 9 20

26 面影 鳥取市面影１丁目１３－５ほか 中４,中３ 6 99

28 行徳団地 鳥取市行徳３丁目８１２ 中４ 1 20

合　計 28団地 83 1,234

※白浜団地以外の木造２階建、簡易耐火平屋建は各戸検針のため、上表から除いている。

団地数 棟数 戸数

16 47 670

10 36 564

奇数月検針の団地

偶数月検針の団地

Ｒ５年度

県営住宅（東部地区）水道使用料金徴収委託業務対象団地一覧

No. 団地名 所在地 構造 備　　考



棟数 戸数

1 明治町 倉吉市明治町２丁目２－４ 中５ 2 20

2 旭田町 倉吉市旭田町６２ 中３ 1 18

3 越殿 倉吉市広瀬長１５７７－３ 中４ 1 16

4 八幡 倉吉市八幡町３３２０ 中３ 2 30

5 米田 倉吉市米田町７２４－２ほか 中４ 2 44 1棟12戸は直圧給水のため除く

6 上灘 倉吉市上灘町２０ 中４ 2 32

7 福守第一 倉吉市西福守町８０４ほか 中３ 5 66

8 福守第二 倉吉市不入岡１８４－１ 中３ 1 24

9 河北 倉吉市福庭町１丁目１３ 中４ 3 64

10 上井 倉吉市小田６５１ほか 中３ 3 36

11 清谷 倉吉市清谷１３８６ 中３ 1 18

12 和田 倉吉市馬場町１０２－２ほか 中４ 4 88

合　計 12団地 27 456

※木造２階建、木造平屋建及び簡易耐火２階建は各戸検針のため、上表から除いている。

県営住宅（中部地区）水道使用料金徴収委託業務対象団地一覧

No. 団地名 所在地 構造 備　　考
Ｒ５年度



棟数 戸数

1 日の出町 米子市日ノ出町一丁目３ 2 26

2 住吉 米子市旗ケ崎六丁目１７－３０ 1 15

3 内浜 米子市旗ケ崎七丁目７ 2 32

4 三柳 米子市両三柳４５９０ほか 8 144

5 上福原第一 米子市上福原七丁目１０ 5 80

6 上福原第二 米子市上福原１２６４－１ 1 18

7 皆生 米子市皆生五丁目５－１０ほか 2 33

8 福原 米子市東福原八丁目１５－４３ 1 18

9 永江 米子市永江２４０ほか 9 104 Ｒ1年24戸減
（直圧により水道局検針）

10 上粟島 米子市彦名町７６４７－２ほか 8 113

11 安倍彦名 米子市彦名町７０－３ 3 48

12 外江 境港市外江町２３６８－１ほか 2 32

13 弥生 境港市弥生町２１３ 3 48

14 上道 境港市上道団地３３５３－５ 2 18

15 高松 境港市美保町５４１－４ 2 32

16 美保 境港市美保町２７４－３１ 2 30

17 誠道 境港市誠道町２２６ほか 5 60

18 夕日ケ丘 境港市夕日ケ丘一丁目１８７ 3 34

合　計 61 885

43 626

18 259

奇数月徴収の団地

偶数月徴収の団地

県営住宅（西部地区）水道使用料金徴収委託業務対象団地一覧

No. 団地名 所在地 備　　考
Ｒ５年度


